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生乳取引のあり方についての考え方 
 
               平成１２年１１月  
               乳製品・加工原料乳制度等検討委員会報告  
 
Ⅰ 基本的考え方  

加工原料乳の価格形成については、制度改正により基準取引価格等が廃止

され、指定生乳生産者団体（以下「指定団体」という。）と乳業者との相対

取引に委ねられることとなる。このような新制度への移行に際して、「新た

な酪農・乳業対策大綱」（平成１１年３月）においては、指定団体の広域化

を踏まえ、需給事情の適切な反映、生産者の経営の安定及び所得の確保を図

る観点から、入札等の市場取引の導入や相対取引のルール化等透明性の高い

公正かつ適正な生乳取引について検討を行うこととされた。  
この生乳取引のあり方を検討するに当たっては、次のような視点を踏まえ

る必要がある。  
① 生産者補給金の交付対象となる加工原料乳の取引について、「再生産を

確保することを旨として」という生産者補給金単価の規定ぶりを踏まえ、

取引当事者による全く自由な交渉に委ねるのではなく、何らかの枠組みを

設けることについて生産者と乳業者による合意形成を図るべきである。  
② 生乳取引における加工向け取引と飲用向け取引との区別を明確にするた

め、飲用向け生乳及び加工原料乳について、それぞれの特性を踏まえた区

別を明確にするルールを設けるべきである。 
③ 生乳取引全体について、客観的な需給状況を的確に反映した価格形成が

行われるという観点からの透明性の確保、取引内容についての国民へのア

カウンタビリティ（説明責任）を明確にすべきである。  
なお、その検討に当たっては、生乳及び牛乳・乳製品の市場動向に留意し

つつ、我が国の生産者と乳業者が将来的にいかにして共存共栄を図っていく

かとの共通の視点が必要である。そのためにも、生乳取引の改善方向につい

て、全国の酪農・乳業関係者の理解と納得が得られ、その実現に向けて一体

となった取組がなされるよう配慮しながら具体化を図っていくことが重要で

ある。  
 
 
Ⅱ Ⅰを踏まえた生乳取引の方法  

農産物の取引方法としては、せり取引、入札取引及び相対取引が採用され

ているが、生乳取引については、現物取引でないこと、産地や品質に基づく

価格差がほとんどないこと等から、我が国をはじめ各国における生乳取引は

太宗が相対取引により、また、極く一部が入札取引により行われている。  
この入札取引及び相対取引について、現状においては次のように評価する

ことができる。  
 

（参考２） 
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 １ 入札取引  
例えば、自主流通米において行われているような入札取引は、市場実勢

がより直接的に反映される取引方法として優れている。  
その長所としては、  

① 生乳や牛乳・乳製品の需給動向をより直接的に反映して価格形成がな

されているという経済的な合理性  
② 取引価格の公表  
③ 経済的要素以外の価格への影響要因の排除が可能という公正性・適正

性の確保  
が挙げられる。  

一方、短所としては、  
① 需給変動に合わせた短期的な生乳生産の増減が困難であり、また生乳

としての保存が困難であるという特性がある中で、乳業者が必要量のみ

を入札取引する傾向が強まる結果として、生乳の府需要期における余乳

の発生及び価格の低下が懸念されるという取引の不安定性  
② また、乳業者にとっても、必要な生乳が安定的に供給されないことに

よる経営的な不安定性が高まるおそれ  
③ 生乳の生産費を考慮した取引の困難性  
④ ①から③のこともあり、何よりも、取引当事者にとって馴染みがない

こと  
等が考えられる。  

 
 ２ 相対取引  

我が国における飲用向け生乳、加工原料乳等のすべての生乳取引は、相

対取引により行われている。  
その長所としては、  

① 生産者側にとって、乳業者が季節変動等に関わらず一定量を受乳する

ことにより、不需要期における余乳の引受け等取引及び価格の安定性の

確保  
② 乳業者にとっても、必要な生乳の安定的な確保による経営の安定  
③ 生乳の生産費を考慮した取引が可能  
等が挙げられる。  

一方、短所としては、入札取引の長所の裏返しとして、相対で取引に係

る意志決定をするだけに、経済的合理性、透明性、公正性・適正性等につ

いての問題点が指摘されている。しかしながら、生産者及び乳業者双方に

とって生乳の需給及び価格の安定が図られるという長所を踏まえ、相対取

引は、我が国をはじめ世界各国で生乳取引に採用されている。  
 
 ３ 入札取引及び相対取引の比較  

このように、生乳の需給動向をより直接的に反映した取引方法という観

点からは、入札取引の方が優れていると考えられる。  
しかし、現実の生乳取引についてどうかといえば、１に掲げる入札取引

の短所に加え、  
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① 生乳は産地や品質に基づく価格差が小さい上に、現在の指定団体によ

る乳価プール制度の下では、これらに基づく差別化販売が行いにくいと

いう特性があること  
② 既に実施されている乳製品の入札取引における価格を介して、需給動

向を生乳価格に反映させることが可能であり、米国等においても同様の

手法が採用されていること  
③ 英国等で実施されている入札取引の現状、問題点等を十分検討する必

要があること  
等、実態面からも、その期待される効果の面からも困難な点が多い。  

一方、相対取引については、生産者及び乳業者双方にとっての生乳需給

・価格の安定の確保、生乳生産の安定的拡大、酪農経営の安定等の観点か

らは、入札取引よりも優れている。  
したがって、生乳取引について現在直ちに入札取引を導入することは、

困難であり、更なる検討を要すると考えられることから、生乳取引の基本

は相対取引としつつ、相対取引当事者の意志決定に影響を及ぼす要素（需

給事情、価格等）をできるだけ客観化し、公表すること等により、国民の

誰もが同じ情報と認識を持てるようにするなど、透明性についてできるだ

けの改善を行っていくことが適当と判断される。  
 
 
Ⅲ 生乳取引への入札の導入の検討  

生乳取引への入札の導入については、過去に検討され、当時の太宗の意見

では生乳取引の実態には馴染まないとされた経緯がある。しかし、生乳取引

の一部について、相対取引を補完するとの観点又は相対取引が有効に機能し

ない場合の代替手法を整備するという観点からは、入札導入の意義も否定し

えない。  
具体的な入札取引の手法としては、生乳取引の安定性、乳業工場の稼働率

等を考慮し、  
① 加工原料乳の一部についての入札  
② 飲用向け広域流通生乳の一部についての入札  
③ 販売不可能乳（余乳）についてのスポット入札  
が考えられる。  

しかしながら、②においては主に需給調整を目的とした広域流通生乳であ

り、飲用乳地域において生産される生乳が対象となるものではないこと、ま

た、③については当面買い手のつかない余剰生乳であることから、価格指標

としての価値はほとんど又は全く無いと考えられる。  
したがって、入札については加工原料乳の一部についての試行を念頭にお

いて、入札導入の必要性、その具体的な手法等について関係者間で合意を得

べく引き続き「生乳需給・価格情報協議会（仮称）」（後出）において検討

することとする。  
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Ⅳ 生乳の相対取引に当たっての基本的なルール  
Ⅲのとおり、我が国における生乳取引の実態等を踏まえれば、その改善方

向としては、相対取引を基本としつつ、可能な限り透明性についての見直し

を行い、早急に実施していくことが現実的であり、また、広範な関係者の賛

同の下に改善効果も期待できるものと考えられる。  
このような観点から、生乳の相対取引に当たっては、次のような基本的な

ルールについて、あらかじめ取引当事者間で合意しておくことが必要である。 
 
 １ 取引交渉の時期  
   現在、生乳の取引交渉については、生乳取引契約に基づき、契約の有効

期間満了の２か月前（１月末）までに次年度の契約更新の意思表示を行い、

交渉を開始している。  
   新制度下においては、国による補給金単価の決定時期を前年度秋に変更

する方向で検討されていることを踏まえ、次の事項に従って取引交渉を実

施する。  
① 指定団体及び全国連と乳業者は、１２月から交渉を開始し、遅くとも

３月末までに取引契約の文書による更新を完了する。  
なお、交渉に当たっては、新年度における酪農・乳業関連施策を考慮

する。  
② 仮に、３月末日までに新年度の取引契約が成立しない場合には、取引

当事者の申出により、中立委員３名に調停案の作成を依頼することがで

きるものとする。  
 
 ２ 取引契約の存続期間  
   現在、生乳取引契約の存続期間は１年間となっている。  
   新制度下においては、年間の加工原料乳取引価格とされている基準取引

価格が廃しされることに伴い、取引契約の存続期間については、次により

対応する。  
① 生乳取引契約の存続期間は、生乳の季節別需給動向を反映した価格形

成を推進する観点から、半年又は四半期ごととすることについて検討が

必要である。しかし、生乳価格の迅速な決定が可能となるまで、当分の

間、存続期間は現行の１年とする。  
② なお、生乳の需要に応じた季節別乳価の設定については、具体的な価

格決定の方法、価格差の幅、期間等に関し、更に検討する。  
 
 ３ 用途別生乳取引の推進  

① 用途別については、酪農・乳業関連施策の方向性を踏まえ、飲用向け、

はっ酵乳等向け、生クリーム等向け、加工向け、チーズ向け（ソフト、

ハード）等のうち、いずれの用途で取引を行うか当事者間で決定し、用

途別処理の実績と一致した用途別取引を実現する。  
② 従来のいわゆる飲用向けのうち、飲用、飲用その他等の複数の用途設

定は廃止し、飲用向けとして一本化する。  
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 ４ 取引価格の決定方法  
① 取引当事者は、「生乳需給・価格情報協議会（仮称）」が収集・公表

する生乳及び牛乳･乳製品の需給・価格動向等を参考に、生乳の用途別

に取引価格を決定する。  
② 加工原料乳の価格形成については、乳脂肪分と無脂乳固形分の価値比

率を見直すとともに、現行の基準乳価プラス加算額方式についても、北

海道、米国等の単価方式の採用を含め、そのあり方を検討する。  
 
 ５ 取引数量の決定方法  
   指定団体及び全国連と乳業者は、乳業者ごとの前年度の配乳量・シェア、

乳業工場ごとの用途別生乳需要、稼働率等を勘案してあらかじめ指定団体

が作成した用途別販売計画に基づき、取引数量を決定する。  
   なお、需給動向の変化等やむを得ない事情による場合には、生産者団体

及び乳業者が協議し、合意した上で、取引数量の変更を行うものとする。  
 
 ６ 生乳取引に係る付帯経費  

① 生乳取引においては、生乳の集送乳経費、生乳の検査に要する経費、

余乳の処理経費等が最小限になるよう取引当事者間で調整する。  
② ①の実現のため、生産者団体及び乳業者間で協議し、集送乳の錯綜の

解消、生乳検査の合理化、余乳処理施設の共同での設置・運営等を推進

する。  
 
 
Ⅴ 「生乳需給・価格情報協議会（仮称）」の設置及び業務内容  
 １ 業務内容及び位置づけ  

Ⅳの基本的なルールに沿って生乳取引を推進するため、生産者団体及び

乳業者団体は共同して、両団体の代表者、学識経験者等で構成する「生乳

需給・価格情報協議会（仮称）」（以下「協議会」という。）を創設する。 
協議会は、  

① 新たな生乳取引の基本的なルールにおいて残された課題の検討  
② 生乳及び牛乳・乳製品の需給・価格動向の情報発信  
③ 生産者・乳業者による的確な全国の生乳需給計画等の策定及び余乳処

理体制の整備についての検討  
④ 生乳取引についての国民全体への情報発信  
等の業務を行う。  

 
 ２ 運営体制並びに国及び農畜産業振興事業団の支援  

協議会に生乳及び牛乳・乳製品の需給・価格に関する情報の検討等を行

う委員会等を置くとともに、運営事務局を常設する。  
また、国及び農畜産業振興事業団は、協議会の円滑な運営を図るため、

生乳及び牛乳・乳製品の取引に係る公正かつ客観的なデータの調査・公表

を行うとともに、協議会において必要な助言等を行う。  
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 ３ 需給・価格動向の情報発信  
 （１）協議会は、単に生産者、乳業者及び関係団体に対する情報の公開にと

どまらず、牛乳・乳製品の販売業者、消費者をはじめとする国民全体へ

の情報発信を行い、今後とも更に国際化が進む中で、我が国の酪農・乳

業界への一層の理解を求める役割を担う必要がある。  
 （２）このような観点から、生乳の需給・価格動向に関する情報等と併せ、

概ね四半期ごとに牛乳・乳製品についての需給・価格動向に関する情報

を公表する。  
 
 ４ 平成１３年度の加工原料乳取引  

加工原料乳については、平成１３年度から基準取引価格が廃止されるこ

とから、Ⅰの「基本的考え方」で考慮すべき視点の一つとされている加工

原料乳の取引についての基本的なルールを早急に具体化し、平成１３年度

の取引から実行に移す必要がある。  
 
 
Ⅵ 的確な需給計画等  
 １ 生産者・乳業者による的確な生乳需給計画等の策定  

公正・適正かつ迅速な相対取引を実現するためには、生乳の価格及び数

量に関する情報がセットで提供され、活用されることが不可欠である。し

たがって、生産者団体及び乳業者団体が牛乳・乳製品及び生乳の需要予測

並びに生乳供給計画数量の策定作業を共同で行い、取引交渉に当たって一

定程度の変動を前提に生乳需給について共通認識を持つことが必要であ

る。  
（１）生乳需要予測、生乳供給計画等の設定 

① 牛乳・乳製品の品目別需要予測  
ア 協議会は、民間調査機関等を活用しつつ、牛乳・乳製品の品目別

に需要予測数量を設定・公表する。  
イ 併せて、乳製品の需給動向、調整保管、輸入乳製品の放出等に関

する意見交換、提言等を行う。  
② 生乳全体の需要予測  

協議会は、乳業者ごとの年間の用途別生乳取引希望数量の調査を行

い、この積み上げ数量と①の品目別需要予測数量を勘案し、生乳全体

の需要予測数量を設定・公表する。  
③ 全国の生乳供給計画数量の設定（用途別）  

生産者団体は、需要に見合った生乳供給を行うため、②の生乳全体

の需要予測数量を基本に、生乳生産の動向、指定団体ごとの生乳受託

販売見込み数量、乳製品の在庫水準等を踏まえて、全国の生乳供給計

画数量を用途別に設定・公表するとともに、協議会に報告する。  
（２）指定団体別生乳出荷計画等の設定  

① 指定団体別生乳出荷計画数量の設定  
生産者団体内に設置する「生乳需給調整対策委員会（仮称）」にお

いて、（１）の③の全国の生乳供給計画数量（用途別）を基に、指定
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団体別に出荷計画総量を設定する。この指定団体別の出荷計画総量の

設定に当たっては、酪農家ごとの生産量の積上げ数量及び指定団体ご

との生乳受託販売見込み数量を勘案するものとし、より酪農家の生産

実態及び指定団体の生乳販売実態を踏まえ、指定団体の自主性を尊重

した手法に転換する。  
② 指定団体別用途別出荷計画数量の設定  

①と併せ、「飲用向け」、「はっ酵乳等向け」、「生クリーム等向

け」、「チーズ向け」、「加工向け」等の用途別出荷計画数量につい

て、あらかじめ指定団体が調査した乳業者別の取引計画数量の積上げ

を基に、用途別の生乳供給計画数量と調整の上、設定する。  
③ 加工販売計画数量の設定と国への届出  

指定団体は②で設定された用途別出荷計画数量に基づき、加工原料

乳生産者補給金の交付に係る加工販売計画を国に届け出ることとす

る。  
④ 広域生乳需給調整計画の設定  

一連の調整過程で生じる指定団体ごとの販売不可能乳又は不足生

乳等については、全国連に再委託することとし、全国連は指定団体及

び乳業者と調整の上、あらかじめ月別に広域需給調整計画を作成し、

これを指定団体等に公表する。  
 
 ２ 全国レベルでの広域需給調整の実施  
 （１）全国連は、広域需給調整計画を基本に、余乳の発生動向も踏まえ、指

定団体及び乳業者と調整しつつ、計画的かつ的確な広域需給調整を実施

する。  
 （２）指定団体、全国連及び乳業者は、相互に調整・協力の上、需給調整施

設（余乳処理施設）の計画的な再編・整備を実施する。  
 （３）なお、このような全国レベルでの生乳の広域需給調整を的確に実施す

るためには、全国における日々の配乳状況について同日のうちに速やか

に把握できる体制の確立及びシステムの整備が必要であり、これについ

て協議会で検討する。  
 
 
Ⅶ 生乳取引についての情報の公開等  
 １ 国等による調査・公表  

国及び農畜産業振興事業団は、取引当事者双方で生乳取引の参考とする

とともに、国民全体が共有し得る公正かつ客観的なデータの調査・公表を

実施する（具体的には、牛乳・乳製品の品目ごと（可能な限り指定団体の

地域又は都道府県の区域ごと）の取引価格・数量、牛乳・乳製品の製造販

売経費、乳製品の在庫水準、生乳の生産費、生乳の用途別取引価格・数量

等）。  
 
 ２ 都道府県による生乳の取引データ（用途別価格・数量）の調査  
 （１）都道府県は、指定団体における用途別取引の公正性・適正性を確保す
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るため、乳業者の協力の下に、生乳の用途別取引価格・数量の確認を行

う。  
 （２）（１）の確認は、現行の加工原料乳の数量認定のための指定団体及び

乳業者からの報告徴収等の際に併せて実施する。その際、乳業者は、指

定団等との用途別取引数量と実際の用途別処理数量を報告する。  
 
 ３ 協議会によるデータの分析及び需給・価格に関する情報の公表  

協議会は、指定団体、全国連及び乳業者による生乳取引の参考に資する

ため、生乳及び牛乳・乳製品の需給・価格に関する情報の収集・公表を行

うとともに、牛乳・乳製品の販売業者、消費者をはじめとする国民全体へ

の情報発信を行う。  
 
 ４ 指定団体による会員（生産者）への情報の開示  

指定団体は、生産者からその生産する生乳について原則として全量無条

件で販売委託を受けていることにかんがみ、乳業者との間で決定された用

途別の取引価格・数量等の取引契約の概要について、速やかに生産者に公

表する。これについては、指定団体の責務として指定基準に追加し、平成

１３年度から実施する。  


